
北海道告示第11034号

　　令和４年７月２６日

北海道知事　鈴木　直道

(農政部所管分その２４)

農業経営体 提出部数 １部
提出期限

総合振興局長
又は振興局長

提 出 先

別に指
示する
日
総合振
興局又
は振興
局

定額（１取組当
たり25万円）

・法人の登記事
項証明書
・就業規則
・雇用期間がわ
かる書面等
・令和３年度以
前に農業経営相
談所で最初に経
営診断を受けた
場合は、その事
実が分かる資料

実績報告は要し
ない。

補助金等の交付
に関する権限の
委任

補　助　率　等 摘　　要

　　北海道が令和４年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等の一部を次のとおり定める。

補 助 金 等 を 交 付 す る 事
務 又 は 事 業 の 名 称 及 び
そ の 目 的 又 は 趣 旨

補　助　対　象　経　費補 助 対 象 者
交付申請書の提出
部数、提出期限及
び 提 出 先

交付申請書に添付
す べ き 関 係 書 類

実績報告書に添付
す べ き 関 係 書 類

　　また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げる職にある者に

　委任する。

１　農業経営法人化支援事業

　農業経営の法人化を支援す
るため、本事業に規定する経
営診断を受けて設立した法人
に対し、予算の範囲内で補助
する。

　個人経営体の農業経営を法人化する取組
に対する経費


